
 

インターネットバンキングをご利用されるお客様へ 

 

 

鶴 来 信 用 金 庫 

 

 

インターネットバンキングを利用した 

還付金詐欺にご注意ください 

 

◆つぎのような還付金詐欺が発生しております。 

１. ○○市役所や○○年金保険センターの職員を名乗る者から、「保険金を還

付するので、必要書類を送付します」との電話があり、後日、信用金庫

のインターネットバンキング開設申込書がお客様宅に送付されます。 

 

２. お客様がインターネットバンキングに申込された後、お客様カードが送

られてきた頃を見計らって、再度、犯人から「還付の手続きのため、利

用者番号や暗証番号を教えて欲しい」といった電話があります。  

 

３. その後、犯人は聞き出した利用者番号や暗証番号でインターネットバン

キングにログインし、お客様の口座から不正な振込により、他金融機関

の犯人の口座へ入金され、即時に引き出されてしまいます。  

 

 

◆つぎの点にご注意ください。 

① 当金庫や市役所等では、利用者番号や暗証番号などの重要情報をお尋ね

することは一切いたしておりません。 

② インターネットバンキングの利用者番号や暗証番号は、決して他人に知

らせたり、渡したりしないでください。 

③ お申込み等に際して不審な点がございましたら、お取引の当金庫本支店

または業務部までご連絡ください。 

 

 

                                          【本件に関するお問合せ先】 

                       鶴来信用金庫 業務部 

                                         Tel 076‐223‐3326（直通） 
 

 


